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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平板状の基材上に、発光素子と、前記発光素子の周囲に配置された光反射性の枠と、前
記枠の内側に充填された、蛍光体を含有する封止樹脂と、を備える発光装置であって、
　前記基材上に、前記蛍光体が堆積した第１蛍光体領域が設けられ、当該第１蛍光体領域
は少なくとも前記発光素子と前記枠との間に配置されており、
　前記枠の内側の表面は、少なくとも前記第１蛍光体領域より上側において凸状に湾曲し
、当該凸状の湾曲部分に連続して凹状に湾曲して前記基材に設けられ、
　さらに、前記凸状の湾曲部分に前記蛍光体が付着した第２蛍光体領域を有し、かつ前記
凹状の湾曲部分に前記蛍光体が堆積していることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記第２蛍光体領域は、前記第１蛍光体領域よりも薄く形成されていることを特徴とす
る請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　さらに、前記基材上に、前記発光素子に電圧を印加する導電部材を備え、前記発光素子
と前記導電部材とが導電性のワイヤによって電気的に接続され、かつ前記導電部材の前記
ワイヤとの接続部分が前記枠で被覆されていることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記第１蛍光体領域は、さらに前記発光素子の側面および上面を連続して被覆している
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ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記発光素子が、前記基材上に複数個載置されていることを特徴とする請求項１から請
求項４のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項６】
　平板状の基材上に発光素子を載置するダイボンディング工程と、
　前記発光素子の周囲に光反射性の枠を設ける光反射枠形成工程と、
　前記枠の内側に、蛍光体を含有する封止樹脂を充填する封止樹脂充填工程と、を含み、
　前記光反射枠形成工程において、前記光反射性の枠を、少なくともその内側の上部にお
いて凸状に湾曲し、その内側の下部において当該凸状の湾曲部分に連続して凹状に湾曲し
て前記基材に形成し、
　前記封止樹脂充填工程において、前記蛍光体を沈降させ、前記蛍光体が前記基材上に堆
積するとともに前記凸状の湾曲部分に付着し、かつ前記凹状の湾曲部分に前記蛍光体を堆
積することを特徴とする発光装置の製造方法。
【請求項７】
　前記封止樹脂充填工程において、前記凸状の湾曲部分の蛍光体を、前記発光素子と前記
枠との間の前記基材上の蛍光体よりも薄く形成することを特徴とする請求項６に記載の発
光装置の製造方法。
【請求項８】
　前記ダイボンディング工程の後に、前記発光素子と、この発光素子に電圧を印加する導
電部材とを導電性のワイヤによって電気的に接続するワイヤボンディング工程を有し、前
記光反射枠形成工程において、前記導電部材の前記ワイヤとの接続部分を被覆するように
前記枠を形成することを特徴とする請求項６または請求項７に記載の発光装置の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ電球、スポットライト等の照明器具等に利用可能な発光装置およびそ
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、発光素子を用いた発光装置は、小型で電力効率がよく、鮮やかな色を発光する
ことで知られている。この発光装置に係る発光素子は半導体素子であるため、球切れ等の
心配が少ないだけでなく、初期駆動特性に優れ、振動やオン・オフ点灯の繰り返しに強い
という特徴を有する。このような優れた特性を有するため、発光ダイオード（ＬＥＤ：Li
ght Emitting Diode）、レーザーダイオード（ＬＤ：Laser Diode）等の発光素子を用い
る発光装置は、各種の光源として利用されている。
【０００３】
　発光装置は、主に、発光素子と、その発光素子を配置し発光素子と電気的に接続する導
電配線を有する基材と、その基材の発光素子を被覆する封止部材と、から構成されている
（例えば、特許文献１参照）。また、表面実装型のＣＯＢ（Chip on Board）のように、
発光素子の周囲に樹脂枠を形成するタイプのものもある（例えば、特許文献２、３参照）
。さらには、封止部材に蛍光体を含有させることにより、発光素子からの光と、蛍光体に
より波長変換された光との混色光が発光する発光装置が提案されている（例えば、特許文
献４参照）。このような発光装置は、蛍光体を発光素子の近くに集中させることで光取り
出しを向上させることができる。このような構造は、例えば、封止樹脂中に蛍光体を含有
させ、蛍光体を沈降させることで形成できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００４－４００９９号公報
【特許文献２】意匠登録第１３８３２４８号公報
【特許文献３】特開平５－２９６６５号公報
【特許文献４】特開２０１０－１９２６２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の技術においては、以下に述べる問題がある。
　発光素子による光と蛍光体による波長変換された光とを組み合わせ、それらの混色を得
る発光装置の場合、その照射面において、外周付近に波長変換光が強い部分（黄色蛍光体
の場合は“イエローリング”と呼ばれている）が発生し易い。その原因としては、例えば
、（１）発光素子の配光の偏り（上面から出射する光が多く、側面から出射する光が少な
い）、（２）発光素子の配光と蛍光体の分布との不一致（発光素子の発光と蛍光体による
波長変換光のバランスが一部で崩れている）等が考えられる。
【０００６】
　ここで、樹脂枠は、発光素子の周囲に形成され、封止樹脂を堰き止めるダムとして用い
られる。このため、樹脂枠は、少なくとも発光素子よりも高く形成する必要があり、また
、その幅は、発光装置のサイズの増大を抑制するため、ある程度小さくすることが求めら
れる。このため、枠の材料としては、比較的粘度の高い樹脂が用いられる。しかしながら
、このような粘度の高い樹脂を用いると、樹脂が垂れにくいため基材上に広がらず、樹脂
枠はその表面（壁面）が、これより粘度の低い樹脂を用いた場合に比べて傾斜の急な形状
となってしまう（図４（ａ）参照）。また、さらに高粘度の樹脂であれば、その断面が略
楕円形状になる。加えて、このような樹脂枠は、製造のばらつきを考慮して、発光素子を
被覆しないように、発光素子からある程度離れた位置に形成される。これらにより、前記
のように蛍光体を沈降させた場合に、発光素子と樹脂枠との間に位置する蛍光体の量が多
くなる。これにより、発光素子の側面方向に蛍光体が厚く形成されるため、前記のイエロ
ーリングの問題が発生し易くなる。そして、例えば、スポットライトのように、レンズや
反射板等の二次光学系を用いる照明用の光源として、このような照射面における色むらを
抑制することができる発光装置が求められている。
【０００７】
　本発明は、前記問題点に鑑みてなされたものであり、封止樹脂に蛍光体を含有させた発
光装置において、光の色むらを抑制することができる発光装置および発光装置の製造方法
を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明に係る発光装置は、平板状の基材上に、発光素子と
、前記発光素子の周囲に配置された光反射性の枠と、前記枠の内側に充填された、蛍光体
を含有する封止樹脂と、を備える発光装置であって、前記基材上に、前記蛍光体が堆積し
た第１蛍光体領域が設けられ、当該第１蛍光体領域は少なくとも前記発光素子と前記枠と
の間に配置されており、前記枠の内側の表面は、少なくとも前記第１蛍光体領域より上側
において凸状に湾曲し、当該凸状の湾曲部分に連続して凹状に湾曲して前記基材に設けら
れ、さらに、前記凸状の湾曲部分に前記蛍光体が付着した第２蛍光体領域を有し、かつ前
記凹状の湾曲部分に前記蛍光体が堆積していることを特徴とする。
【０００９】
　このような構成によれば、発光装置は、凸状の湾曲部分に蛍光体が付着し、発光素子と
枠との間における蛍光体の量が低減する。また、凹状の湾曲部分を有することで発光素子
と枠との間の距離が短くなり、この部位での封止樹脂の量が低減するため、発光素子と枠
との間における蛍光体の量が低減する。これにより、発光素子と枠との間における蛍光体
の波長変換光の強度が抑制され、照射面の色むらが抑制された発光装置とすることができ
る。
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【００１０】
　また、前記第２蛍光体領域は、前記第１蛍光体領域よりも薄く形成されていることが好
ましい。
　このような構成によれば、凸状の湾曲部分の蛍光体の量や、発光素子と枠との間におけ
る蛍光体の量がより適度になる。
【００１１】
　発光装置は、さらに、前記基材上に、前記発光素子に電圧を印加する導電部材を備え、
前記発光素子と前記導電部材とが導電性のワイヤによって電気的に接続され、かつ前記導
電部材の前記ワイヤとの接続部分が前記枠で被覆されているものであってもよい。
　このような構成によれば、発光素子と導電部材とがワイヤによって電気的に接続された
発光装置において、ワイヤに接続する導電部材のワイヤとの接続部分が枠に被覆されてい
ることで、枠と発光素子の間におけるワイヤのボンディング領域が不要となる。これによ
り、枠を発光素子の近くに配置することができるため、枠と発光素子の間における蛍光体
の量がより低減される。
【００１２】
　また、前記第１蛍光体領域は、さらに前記発光素子の側面および上面を連続して被覆し
ていることが好ましい。
　このような構成によれば、発光素子からの発光の全体を蛍光体によって波長変換するこ
とができる。
【００１３】
　発光装置は、前記発光素子が、前記基材上に複数個載置されているものであってもよい
。発光素子を複数備える発光装置であれば、発光量をより多くすることができる。
【００１４】
　本発明に係る発光装置の製造方法は、平板状の基材上に発光素子を載置するダイボンデ
ィング工程と、前記発光素子の周囲に光反射性の枠を設ける光反射枠形成工程と、前記枠
の内側に、蛍光体を含有する封止樹脂を充填する封止樹脂充填工程と、を含み、前記光反
射枠形成工程において、前記光反射性の枠を、少なくともその内側の上部において凸状に
湾曲し、その内側の下部において当該凸状の湾曲部分に連続して凹状に湾曲して前記基材
に形成し、前記封止樹脂充填工程において、前記蛍光体を沈降させ、前記蛍光体が前記基
材上に堆積するとともに前記凸状の湾曲部分に付着し、かつ前記凹状の湾曲部分に前記蛍
光体を堆積することを特徴とする。
【００１５】
　このような製造方法によれば、枠がその内側の上部において凸状に湾曲して形成される
ことで封止樹脂中を沈降してきた蛍光体がこの部分に付着し、発光素子と枠との間におけ
る蛍光体の量が低減する。また、枠がその内側の下部において凹状に湾曲して形成される
ことで発光素子と枠との間の距離が短くなり、この部位での封止樹脂の量が低減し、発光
素子と枠との間における蛍光体の量が低減する。これにより発光素子と枠との間における
蛍光体の波長変換光の強度が抑制され、照射面の色むらが抑制された発光装置を製造する
ことができる。
【００１６】
　本発明に係る発光装置の製造方法は、前記封止樹脂充填工程において、前記凸状の湾曲
部分の蛍光体を、前記発光素子と前記枠との間の前記基材上の蛍光体よりも薄く形成する
ことが好ましい。
　このような製造方法によれば、凸状の湾曲部分の蛍光体の量や、発光素子と枠との間に
おける蛍光体の量をより適度にすることができる。
【００１７】
　さらに、前記ダイボンディング工程の後に、前記発光素子と、この発光素子に電圧を印
加する導電部材とを導電性のワイヤによって電気的に接続するワイヤボンディング工程を
有し、前記光反射枠形成工程において、前記導電部材の前記ワイヤとの接続部分を被覆す
るように前記枠を形成してもよい。
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　このような製造方法によれば、発光素子と導電部材とをワイヤによって電気的に接続す
る構成の発光装置であって、枠を発光素子の近くに配置し、枠と発光素子の間における蛍
光体の量をより低減した発光装置を製造することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る発光装置によれば、光反射性の枠が凸状の湾曲部分を有することでこの部
分に蛍光体が付着し、発光素子と枠との間における蛍光体の量が低減する。また、光反射
性の枠が凹状の湾曲部分を有することで発光素子と枠との間の距離が短くなり、この部位
での封止樹脂全体の量が低減するため、発光素子と枠との間における蛍光体の量が低減す
る。これにより、発光素子と枠との間における蛍光体の波長変換光の強度を抑制すること
ができ、発光装置の照射面の外周付近における色むら（黄色蛍光体を用いる場合はイエロ
ーリング）を抑制することができる。
【００１９】
　本発明に係る発光装置の製造方法によれば、光反射性の枠における凸状の湾曲部分に蛍
光体を付着させることができるため、発光素子と枠との間における蛍光体の量を低減する
ことができる。また、光反射性の枠に凹状の湾曲部分を形成することで発光素子と枠との
間の距離を短くすることができ、この部位での封止樹脂の量を低減することができるため
、発光素子と枠との間における蛍光体の量を低減することができる。これにより、発光素
子と枠との間における蛍光体の波長変換光の強度を抑制することができ、発光装置の照射
面の外周付近における色むら（黄色蛍光体を用いる場合はイエローリング）を抑制するこ
とができる発光装置を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係る発光装置の全体構成を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る発光装置の構成を示す正面図である。
【図３】（ａ）は、図１のＸ－Ｘ断面付近における光反射性の枠およびその周辺の構成を
示す断面写真であり、（ｂ）、（ｃ）は、その一部を拡大したＳＥＭ画像である。
【図４】光反射性の枠およびその周辺の構成について説明する模式図であり、（ａ）は光
反射性の枠が本発明の構成を満たさない場合の模式図、（ｂ）は光反射性の枠が本発明の
構成を満たす場合の模式図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係る発光装置の構成を示す正面図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は本発明の発光装置における光反射性の枠の形成方法について、
他の方法を示す模式図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）は本発明の発光装置における光反射性の枠の形成方法について、
他の方法を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態に係る発光装置および発光装置の製造方法について、図面を参
照しながら説明する。なお、各図面が示す部材のサイズや位置関係等は、説明を明確にす
るため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号について
は、原則として同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。また、
以下の説明で参照する図２において、発光素子のｐ電極およびｎ電極は、各発光素子の向
きを示すために実装領域上の４箇所だけ詳細に図示し、実装領域上のその他の箇所では詳
細な図示を省略している。また図５ではｐ電極およびｎ電極は、詳細な図示を省略してい
る。
【００２２】
≪発光装置≫
　本発明の実施形態に係る発光装置１００について、図１～図４を参照しながら詳細に説
明する。以下の説明では、まず発光装置１００の全体構成について説明した後に、各構成
について説明する。なお、説明の便宜上、図２における枠６は、外形のみを線で示し、透
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過させた状態で図示している。他の実施形態で説明する図５についても、同様に透過させ
た状態で図示している。
【００２３】
＜全体構成＞
　発光装置１００は、例えば、ＬＥＤ電球、スポットライト等の照明器具等に利用される
装置である。発光装置１００は、図１、図２に示すように、基材（ここでは基板）１上に
、基材１の実装領域１ａに配置された発光素子２と、発光素子２の周囲に配置された光反
射性の枠（以下、適宜、光反射樹脂という）６と、枠６の内側に充填された封止樹脂７と
、を主に備える。さらに、ここでは、基材１上に形成された正極３および負極４を構成す
る導電部材４０と、保護素子５と、発光素子２や保護素子５等である電子部品と、正極３
や負極４等を接続するワイヤＷと、実装領域１ａに形成された金属膜３０と、中継配線部
８と、を備えた構成としている。
【００２４】
＜基材＞
　基材１は、発光素子２や保護素子５等の電子部品を配置するためのものである。基材１
は、図１および図２に示すように、矩形平板状に形成されている。また、基材１上には、
図２に示すように複数の発光素子２を配置するための実装領域１ａが区画されている。な
お、基材１のサイズは特に限定されず、発光素子２の数や配列間隔等、目的および用途に
応じて適宜選択することができる。
【００２５】
　基材１の材料としては、絶縁性材料を用いることが好ましく、かつ、発光素子２から放
出される光や外光等が透過しにくい材料を用いることが好ましい。また、ある程度の強度
を有する材料を用いることが好ましい。具体的には、セラミックス（Ａｌ２Ｏ３、ＡｌＮ
等）、あるいはフェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＴレジン（bismalei
mide triazine resin）、ポリフタルアミド（ＰＰＡ）等の樹脂が挙げられる。
【００２６】
＜実装領域＞
　実装領域１ａは、複数の発光素子２を配置するための領域である。実装領域１ａは、図
２に示すように、基材１の中央の領域に区画されている。実装領域１ａは、互いに対向す
る辺を有する所定形状で形成されており、より具体的には、図２に示すように、角部を丸
めた略矩形状に形成されている。なお、実装領域１ａのサイズは特に限定されず、発光素
子２の数や配列間隔等、目的および用途に応じて適宜選択することができる。
【００２７】
　実装領域１ａの周囲には、図２を正面視した場合において、実装領域１ａの左側の辺に
沿って配線部３ｂの一部および配線部４ｂの一部が形成され、実装領域１ａの下側の辺に
沿って配線部４ｂの一部が形成され、実装領域１ａの右側の辺に沿って中継配線部８が形
成されている。なお、ここでの実装領域１ａの周囲とは、図２に示すように、実装領域１
ａの周縁と所定の間隔を置いた周囲のことを意味している。
【００２８】
＜金属膜＞
　金属膜３０は、実装領域１ａ上に形成される膜である。実装領域１ａは、複数の発光素
子２を配置するために基材１上に区画した領域、すなわち基材１と同じ材料で構成された
領域としてもよいが、例えば、実装領域１ａ上に光を反射する金属膜３０を形成し、当該
金属膜３０を介して複数の発光素子２を配置することが好ましい。このように実装領域１
ａ上に金属膜３０を形成してその上に複数の発光素子２を配置することで、基材１の実装
領域１ａ側に向う光も金属膜３０によって反射することができる。従って、出射光のロス
を軽減することができ、発光装置１００の光の取り出し効率を向上させることができる。
【００２９】
　実装領域１ａ上に形成する金属膜３０は、電解めっきまたは無電解めっきで形成するこ
とが好ましい。金属膜３０の材料としては、特に限定されないが、例えば、Ａｇ（銀）ま
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たはＡｕ（金）を用いることが好ましく、特にＡｇを用いることが好ましい。Ａｕは光を
吸収しやすい特性を備えているが、例えばＡｕめっきの表面にＴｉＯ２膜をさらに形成す
ることで、光反射率を高めることができる。また、ＡｇはＡｕよりも可視光に対する光反
射率が高いため、Ａｕ単独でめっきを行うよりも、発光装置１００の光の取り出し効率を
向上させることができる。なお、実装領域１ａ上に形成する金属膜３０の厚さは特に限定
されず、目的および用途に応じて適宜選択することができる。
【００３０】
＜発光素子＞
　発光素子２は、電圧を印加することで自発光する半導体素子である。発光素子２は、図
２に示すように、基材１の実装領域１ａに複数配置され、当該複数の発光素子２が一体と
なって発光装置１００の発光部２０を構成している。なお、発光素子２は、図示しない接
合部材によって実装領域１ａに接合されており、その接合方法としては、例えば接合部材
として樹脂や半田ペーストを用いる接合方法を用いることができる。なお、図示された発
光部２０は単に発光素子２を載置させる領域を示すものであり、発光部２０における発光
とは、発光素子２から出される光であることはいうまでもない。
【００３１】
　発光素子２のそれぞれは、図２に示すように、矩形状に形成されている。また、発光素
子２は、図２に示すように、その上面の一側にｐ電極２ａが設けられ、発光素子２の他側
にｎ電極２ｂが設けられたフェースアップ（ＦＵ）素子である。
【００３２】
　発光素子２としては、具体的には発光ダイオードを用いるのが好ましく、用途に応じて
任意の波長のものを選択することができる。例えば、青色（波長４３０ｎｍ～４９０ｎｍ
の光）、緑色（波長４９０ｎｍ～５７０ｎｍの光）の発光素子２としては、窒化物系半導
体（ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）等を用いることがで
きる。また、赤色（波長６２０ｎｍ～７５０ｎｍの光）の発光素子２としては、ＧａＡｌ
Ａｓ、ＡｌＩｎＧａＰ等を用いることができる。
【００３３】
　ここで、本発明においては、後記するように封止樹脂７（図１参照）に蛍光体（蛍光物
質）を導入するため、その蛍光体を効率良く励起できる短波長の発光が可能な窒化物半導
体（ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）を用いることが好ま
しい。例えば、青色の発光素子２と黄色蛍光体とを組み合わせてこれらの発光を混合する
ことで、白色の光を得ることができる。ただし、発光素子２の成分組成や発光色、サイズ
等は上記に限定されず、目的に応じて適宜選択することができる。また、発光素子２は、
可視光領域の光だけではなく、紫外線や赤外線を出力する素子で構成することもできる。
また、高出力化のためには、発光素子２の個数は、例えば１０個以上、２０～１５０個の
範囲内とすることが好ましい。
【００３４】
　発光素子２は、図２に示すように、実装領域１ａ上において、縦方向および横方向にそ
れぞれ等間隔で配列されており、ここでは、縦８個×横５個の合計４０個配置されている
。また、発光素子２は、図２に示すように、実装領域１ａに対して横方向に隣り合う発光
素子２同士が導電性のワイヤＷによって電気的に接続され、直列接続されている。なお、
ここでの直列接続とは、図２に示すように、隣り合う発光素子２におけるｐ電極２ａとｎ
電極２ｂとがワイヤＷによって電気的に接続された状態を意味している。また、図２を正
面視した場合において、実装領域１ａの左側の端部に位置する発光素子２と、導電部材４
０である配線部３ｂ，４ｂとがワイヤＷによって電気的に接続されており、実装領域１ａ
の右側の端部に位置する発光素子２と、中継配線部８とがワイヤＷによって電気的に接続
されている。
【００３５】
＜導電部材（正極および負極）＞
　導電部材（金属部材）４０は正極３および負極４を構成するものであり、基材１上の複
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数の発光素子２や保護素子５等の電子部品と、外部電源とを電気的に接続し、これらの電
子部品に対して外部電源からの電圧を印加するためのものである。すなわち、導電部材４
０（正極３および負極４）は、外部から通電させるための電極、またはその一部としての
役割を担うものである。
【００３６】
　正極３および負極４は、図２に示すように略矩形状のパッド部（給電部）３ａ，４ａと
、線状の配線部３ｂ，４ｂと、を有しており、パッド部３ａ，４ａに印加された電圧が配
線部３ｂ，４ｂを介して複数の発光素子２からなる発光部２０へと印加されるように構成
されている。なお、負極４の配線部４ｂには、図２に示すように、カソードであることを
示すカソードマークＣＭが形成されている。
【００３７】
　パッド部３ａ，４ａは、外部電源からの電圧が印加されるためのものである。パッド部
３ａ，４ａは、図２に示すように、基材１上の角部における対角線の位置に、一対で形成
されている。そして、パッド部３ａ，４ａは、導電性のワイヤＷによって、図示しない外
部電源と電気的に接続されている。
【００３８】
　配線部３ｂ，４ｂは、外部電源からパッド部３ａ，４ａに印加された電圧を、実装領域
１ａ上の発光素子２へと伝達するためのものである。配線部３ｂ，４ｂは、図２に示すよ
うに、パッド部３ａ，４ａから延出するように形成されるとともに、実装領域１ａの周囲
に略Ｌ字状で形成されている。
【００３９】
　正極３および負極４を構成する導電部材４０の素材は、Ａｕを用いることが好ましい。
これは、後記するように、ワイヤＷの材料として熱伝導性が向上したＡｕを用いた場合に
、同素材であるワイヤＷを強固に接合することができるためである。
【００４０】
　正極３および負極４を構成する導電部材４０の形成方法としては、前記した実装領域１
ａ上の金属膜３０の形成方法と同様に、電解めっきまたは無電解めっきで形成することが
好ましい。なお、正極３および負極４を構成する導電部材４０の厚さは特に限定されず、
ワイヤＷの数等、目的および用途に応じて適宜選択することができる。
【００４１】
　ここで、配線部３ｂ，４ｂの一部、すなわち導電部材４０の一部は、図１および図２に
示すように、後記する光反射樹脂６によって被覆されている。そのため、配線部３ｂ，４
ｂを、前記したように光を吸収しやすいＡｕで形成した場合であっても、発光素子２から
出射された光が配線部３ｂ，４ｂには到達せずに光反射樹脂６によって反射される。従っ
て、出射光のロスを軽減することができ、発光装置１００の光の取り出し効率を向上させ
ることができる。
【００４２】
　さらに、配線部３ｂ，４ｂの一部を光反射樹脂６によって覆うことにより、当該ワイヤ
Ｗを塵芥、水分、外力等から保護することができる。なお、ここでの配線部３ｂ，４ｂの
一部とは、図２に示すように、配線部３ｂ，４ｂのうちで、実装領域１ａの周囲であって
、実装領域１ａの辺に沿って形成された部分であり、ワイヤＷが接続された部分のことを
意味している。また、これによって、光反射樹脂６と発光素子２の間におけるワイヤＷの
ボンディング領域が不要となり、光反射樹脂６を発光素子２の近くに配置することができ
る。そのため、光反射樹脂６と発光素子２の間における蛍光体９（図３参照）の量をより
低減することができる。
【００４３】
＜中継配線部＞
　中継配線部８は、正極３と負極４の間における配線を中継するためのものである。中継
配線部８は、図２に示すように、基材１上の導電部材（金属部材）で構成されている。中
継配線部８は、図２に示すように、実装領域１ａの周囲において、当該実装領域１ａの一
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辺、すなわち右側の辺に沿って直線状に形成されている。
【００４４】
　中継配線部８は、図２に示すように、光反射樹脂６によって覆われている。そのため、
後記するように、中継配線部８を構成する導電部材として光を吸収しやすいＡｕを用いた
場合であっても、発光素子２から出射された光は中継配線部８には到達せずに光反射樹脂
６によって反射される。従って、出射光のロスを軽減することができ、発光装置１００の
光の取り出し効率を向上させることができる。さらに、中継配線部８を光反射樹脂６によ
って覆うことにより、当該中継配線部８を塵芥、水分、外力等から保護することができる
。
【００４５】
　中継配線部８を構成する導電部材の素材は、正極３および負極４と同様に、Ａｕを用い
ることが好ましい。これは、後記するように、ワイヤＷの材料として熱伝導性が向上した
Ａｕを用いた場合に、同素材であるワイヤＷを強固に接合することができるためである。
【００４６】
　中継配線部８を構成する導電部材の形成方法としては、正極３および負極４と同様に、
電解めっきまたは無電解めっきで形成することが好ましい。なお、中継配線部８を構成す
る導電部材の厚さは特に限定されず、ワイヤＷの数等、目的および用途に応じて適宜選択
することができる。
【００４７】
＜保護素子＞
　保護素子５は、複数の発光素子２からなる発光部２０を、過大な電圧印加による素子破
壊や性能劣化から保護するための素子である。保護素子５は、具体的には、規定電圧以上
の電圧が印加されると通電状態になるツェナーダイオード（Zener Diode）である。保護
素子５は、図示は省略したが、前記した発光素子２と同様にｐ電極とｎ電極とを有する半
導体素子であり、発光素子２のｐ電極２ａとｎ電極２ｂに対して逆並列となるように、ワ
イヤＷによって負極４の配線部４ｂと電気的に接続される。
【００４８】
＜枠（光反射樹脂）＞
　光反射性の枠である光反射樹脂６は、発光素子２から出射された光を反射させるための
ものである。光反射樹脂６は、図２に示すように、配線部３ｂ，４ｂの一部、中継配線部
８、保護素子５およびこれらに接続されるワイヤＷを覆うように形成される。そのため、
配線部３ｂ，４ｂ、中継配線部８およびワイヤＷを、前記あるいは後記したように光を吸
収しやすいＡｕで形成した場合であっても、発光素子２から出射された光が配線部３ｂ，
４ｂ、中継配線部８およびワイヤＷには到達せずに光反射樹脂６によって反射される。従
って、出射光のロスを軽減することができ、発光装置１００の光の取り出し効率を向上さ
せることができる。さらに、配線部３ｂ，４ｂの一部、中継配線部８、保護素子５および
これらに接続されるワイヤＷを光反射樹脂６によって覆うことによって、これらの部材を
塵芥、水分、外力等から保護することができる。また、光反射樹脂６をワイヤＷのボンデ
ィング領域を被覆する位置に配置することで、光反射樹脂６と発光素子２の間にワイヤＷ
のボンディング領域を確保することが不要となり、光反射樹脂６を発光素子２の近くに配
置することができる。
【００４９】
　光反射樹脂６は、図１および図２に示すように、基材１上において発光部２０が形成さ
れた実装領域１ａを囲うように四角枠状に形成されることが好ましい。このように実装領
域１ａの周囲を囲うように光反射樹脂６を形成することで、基材１の実装領域１ａの周囲
に向う光も光反射樹脂６によって反射することができる。従って、出射光のロスを軽減す
ることができ、発光装置１００の光の取り出し効率を向上させることができる。
【００５０】
　また、光反射樹脂６は、図２に示すように、実装領域１ａの周縁の一部を覆うように形
成することが好ましい。このように、実装領域１ａの周縁の一部を覆うように光反射樹脂
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６を形成することで、配線部３ｂ，４ｂと実装領域１ａ上の金属膜３０との間に基材１が
露出した領域が形成されることがなくなる。従って、発光素子２から出射された光を、光
反射樹脂６が形成された内部の領域において全て反射させることができるため、出射光の
ロスを最大限軽減することができ、発光装置１００の光の取り出し効率をより向上させる
ことができる。また、光反射樹脂６は、発光素子２よりも高く形成されている。
【００５１】
　次に、光反射樹脂６の形状について説明する。
　図３、図４（ｂ）に示すように、枠である光反射樹脂６は、少なくとも蛍光体領域１０
ａ（以下、適宜、第１蛍光体領域１０ａという）より上側において凸状に湾曲し、当該凸
状の湾曲部分に連続して凹状に湾曲して基材１に設けられている。すなわち、光反射樹脂
６は、横方向（幅方向）における断面（例えば図１のＸ－Ｘ断面）の形状が、その内側の
上部が略楕円弧状をしており、かつ、その内側の下部が基材１方向に向かうにつれて広が
り、発光素子２側に突出した状態となって突出部６ａを形成している。そして第１蛍光体
領域１０ａが凹状の湾曲部分に接し、凹部に蛍光体９が堆積している。また、光反射樹脂
６の内側の上部が凸状に湾曲しているため、後記するように、封止樹脂７中を沈降してき
た蛍光体９がこの湾曲部分に付着し、蛍光体領域１０ｂ（以下、適宜、第２蛍光体領域１
０ｂという）を形成している。これら蛍光体領域１０ａ，１０ｂは、例えば、封止樹脂７
中の他の領域、具体的には封止樹脂７中に浮遊した状態で存在する部位よりも、蛍光体９
が高濃度で存在する。
【００５２】
　ここで、図３、図４（ｂ）では、光反射樹脂６の枠の外側も内側と同じような形状とな
っているが、蛍光体９は、光反射樹脂６の内側に充填された封止樹脂７中に含有されてい
るため、少なくとも、光反射樹脂６の内側がこのような形状になっていればよい。また、
湾曲の度合いは特に限定されるものではないが、例えば、幅約１０００μｍ、高さ約５５
０μｍの光反射樹脂６において、曲率半径で、あるいは近似する曲率半径で、凸状の湾曲
部分が２２０μｍ～３２０μｍ、凹状の湾曲部分が２０μｍ～４０μｍとすることができ
る。光反射樹脂６の幅に対する割合で示すと、曲率半径で、あるいは近似する曲率半径で
、凸状の湾曲部分が２２％～３２％、凹状の湾曲部分が２％～４％とすることができる。
さらに、発光素子２と突出部６ａの先端との距離も特に限定されるものではないが、例え
ば、１５０μｍ～６００μｍとすることができる。このように、湾曲部分の曲率半径や、
発光素子２と突出部６ａの先端との距離を調整することで、第１蛍光体領域１０ａおよび
第２蛍光体領域１０ｂにおける蛍光体９の量を調整することができる。なお、光反射樹脂
６の形状は、本発明の構成を満たす形状であればよく、湾曲の度合いによって、例えば図
３に示すような形状、図４（ｂ）に示すような形状、後記する図６（ｃ）、図７（ｂ）に
示すような形状が挙げられる。
【００５３】
　光反射樹脂６の材料としては、絶縁材料を用いることが好ましい。また、ある程度の強
度を確保するために、例えば熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂等を用いることができる。より
具体的には、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ＢＴレジンや、ＰＰＡやシリコン樹脂等が
挙げられる。また、これらの母体となる樹脂に、発光素子２からの光を吸収しにくく、か
つ母体となる樹脂に対する屈折率差の大きい反射部材（例えばＴｉＯ２，Ａｌ２Ｏ３，Ｚ
ｒＯ２，ＭｇＯ）等の粉末を分散することで、効率よく光を反射させることができる。な
お、光反射樹脂６のサイズは特に限定されず、目的および用途に応じて適宜選択すること
ができる。
【００５４】
＜封止樹脂＞
　封止樹脂（封止部材）７は、蛍光体９を含有するものであり、基材１に配置された発光
素子２およびワイヤＷ等を、塵芥、水分、外力等から保護するための部材である。封止樹
脂７は、図１、図２に示すように、基材１上において、光反射樹脂６で囲った実装領域１
ａ内に樹脂を充填することで形成される。
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【００５５】
　封止樹脂７の材料としては、発光素子２からの光を透過可能な透光性を有するものが好
ましい。具体的な材料としては、シリコン樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹脂等を挙げるこ
とができる。また、このような材料に加えて、所望に応じて着色剤、光拡散剤、フィラー
等を含有させることもできる。
【００５６】
　なお、封止樹脂７は、単一の部材で形成することもできるし、あるいは、２層以上の複
数の層として形成することもできる。また、封止樹脂７の充填量は、光反射樹脂６で囲っ
た実装領域１ａ内に配置される発光素子２、ワイヤＷ等が被覆される量であればよい。ま
た、封止樹脂７にレンズ機能をもたせる場合は、封止樹脂７の表面を盛り上がらせて砲弾
型形状や凸レンズ形状としてもよい。
【００５７】
　ここで、基材１上に、蛍光体９が堆積した蛍光体領域（第１蛍光体領域）１０ａを有す
る。第１蛍光体領域１０ａは、少なくとも発光素子２と枠（光反射樹脂）６との間に配置
される。さらに、光反射樹脂６の枠の内側の表面、すなわち、光反射樹脂６の内側におけ
る凸状の湾曲部分に蛍光体９が付着した蛍光体領域（第２蛍光体領域）１０ｂを有し、か
つ凹状の湾曲部分に蛍光体９が堆積している。すなわち、凹状の湾曲部分である突出部６
ａに蛍光体９が堆積している。ここで、蛍光体領域１０ａ，１０ｂとは、蛍光体９の粒子
が複数個密集して形成された領域をいう。なお、第２蛍光体領域１０ｂは、少なくとも一
部に形成されていればよい。すなわち凸状の湾曲部分全体に形成されていてもよいし、一
部にのみ形成されていてもよい。蛍光体９の量や凸状の湾曲部分の曲率半径によっては、
蛍光体９が付着しない箇所が生じる場合があるが、蛍光体９が一部に形成されていても、
発光素子２と光反射樹脂６との間の基材１上の蛍光体９の量を低減することは可能だから
である。また、「付着」とは、凸状の湾曲部分に蛍光体９が２層以上で形成されている場
合の他、１層で形成されている場合も含む。すなわち、第２蛍光体領域１０ｂは、凸状の
湾曲部分において１層以上に形成されていてればよく、その形成箇所は、凸状の湾曲部分
の一部であってもよいし、全面であってもよい。また、「一部」とは、凸状の湾曲部分の
１箇所の場合の他、複数個所の場合も含む。
【００５８】
　また、凸状の湾曲部分の第２蛍光体領域１０ｂは、発光素子２と光反射樹脂６との間に
おける基材１上の第１蛍光体領域１０ａよりも薄く形成されていることが好ましい。ここ
で、凸状の湾曲部分の第２蛍光体領域１０ｂは、断面視において蛍光体９の粒子が数個程
度付着した厚み、具体的には、図３（ｂ）に示すように、断面視において、蛍光体９の粒
子が１～２個程度付着した厚みであることが好ましい。また、第２蛍光体領域１０ｂの厚
みは５０μｍ以下とすることが好ましい。これらのように、第２蛍光体領域１０ｂの厚み
を調整することで、凸状の湾曲部分の蛍光体９の量や、発光素子２と光反射樹脂６との間
における蛍光体９の量をより適度にすることができる。そして、発光素子２の側面側の蛍
光体９をより適度な量とすることができる。また、凸状の湾曲部分の第２蛍光体領域１０
ｂの厚みが厚くなると、これによって波長変換される光の強度が強くなるため、凸状の湾
曲部分の第２蛍光体領域１０ｂは基材１上の第１蛍光体領域１０ａよりも薄くすることが
好ましく、さらに好ましくは、前記した厚みとする。また、このような厚みとすることで
、光反射樹脂６によって発光素子２の発光や蛍光体９による波長変換光を効率良く反射で
き、発光装置１００外への光の取り出し効率を向上させることができる。
【００５９】
　また、図４（ｂ）に示すように、第１蛍光体領域１０ａは、さらに発光素子２の側面お
よび上面を連続して被覆するように設けられていることが好ましい。すなわち、発光素子
２の側面および上面が蛍光体９で被覆され、この蛍光体９が連続して一体となり第１蛍光
体領域１０ａを形成していることが好ましい。このように、発光素子２の側面および上面
に蛍光体９を連続して被覆させることで、発光素子２からの発光の全体を蛍光体９によっ
て波長変換することができる。



(12) JP 5703663 B2 2015.4.22

10

20

30

40

50

【００６０】
　次に、光反射樹脂６の形状と、蛍光体９および蛍光体領域１０ａ，１０ｂとの関係につ
いて図４を参照して説明する。
　図４（ａ）は、封止樹脂７を堰き止めるダムを設けるために、基材１上に広がり難く高
く形成し易い高粘度の樹脂を用いて光反射樹脂６０を形成した場合の一例である。図４（
ａ）に示すように、光反射樹脂６０の形状が、その内側の上部（第１蛍光体領域１０ａよ
り上側）において、光反射樹脂６０を形成する樹脂より粘度の低い樹脂を用いた場合の図
４（ｂ）の光反射樹脂６の形状に比べて傾斜が急で凸状の湾曲が少なく、またその内側の
下部（第１蛍光体領域１０ａと接する部分）において凹状に湾曲していない場合、封止樹
脂７中を沈降してきた蛍光体９が光反射樹脂６の表面に付着することなく、発光素子２と
光反射樹脂６との間の基材１上に堆積される。なお、仮に上部に蛍光体９が付着する場合
があっても、その量は、図４（ｂ）の形状の場合と比較して僅かであるため、第１蛍光体
領域１０ａの蛍光体９の量を低減させる効果はほとんどない。これに対し、図４（ｂ）に
示すように、光反射樹脂６の形状が、その内側の上部（第１蛍光体領域１０ａより上側）
において、図４（ａ）の形状と比較して傾斜が緩く凸状に湾曲しており、かつその内側の
下部（第１蛍光体領域１０ａと接する部分）において凹状に湾曲している場合、封止樹脂
７中を沈降してきた蛍光体９が光反射樹脂６の表面、すなわち凸状の湾曲部分に付着して
第２蛍光体領域１０ｂを形成するとともに、発光素子２と光反射樹脂６との間の基材１上
に堆積し、第１蛍光体領域１０ａを形成する。
【００６１】
　このように、光反射樹脂６の表面、すなわち凸状の湾曲部分に蛍光体９が付着するため
、発光素子２と光反射樹脂６との間に堆積する蛍光体９の量が低減する。そのため、発光
素子２と光反射樹脂６との間における蛍光体９の波長変換光の強度を抑えることができ、
発光装置１００を発光させた際の照射面の外周付近における色むら（黄色蛍光体を用いる
場合はイエローリング）が抑制される。また、封止樹脂７全体に対する蛍光体９の含有割
合は一定であるため、光反射樹脂６の下部を基材１に近付くにつれて広がるように形成し
、凹状に湾曲した部分である突出部６ａを設けることによって、凹状に湾曲した部分がな
い、つまり突出部６ａがない場合と比較して、突出６ａ部がある分、封止樹脂７全体の量
が低減され、蛍光体９の量も低減される。
【００６２】
＜蛍光体＞
　封止樹脂７中に、波長変換部材として発光素子２からの光の少なくとも一部を吸収して
異なる波長を有する光を発する蛍光体（蛍光部材）を含有させる。蛍光体としては、発光
素子２からの光をより長波長に変換させるものが好ましい。また、蛍光体は１種の蛍光体
（蛍光物質）を用いてもよいし、２種以上の蛍光体（蛍光物質）が混合されたものを用い
てもよい。
【００６３】
　蛍光体の材料としては、例えばイットリウム、アルミニウムおよびガーネットを混合し
たＹＡＧ系蛍光体、Ｅｕ，Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される、窒化物系蛍光
体、酸窒化物系蛍光体を用いることができる。
【００６４】
＜ワイヤ＞
　ワイヤＷは、発光素子２や保護素子５等の電子部品と、正極３、負極４および中継配線
部８等を電気的に接続するための導電性の配線である。ワイヤＷの材料としては、Ａｕ、
Ｃｕ（銅）、Ｐｔ（白金）、Ａｌ（アルミニウム）等の金属、および、それらの合金を用
いたものが挙げられるが、特に、熱伝導率等に優れたＡｕを用いるのが好ましい。なお、
ワイヤＷの径は特に限定されず、目的および用途に応じて適宜選択することができる。
【００６５】
　ここで、ワイヤＷと、正極３、負極４および中継配線部８との接続部分は、図２に示す
ように、光反射樹脂６によって覆われている。そのため、前記したように、ワイヤＷを構
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成する材料として光を吸収しやすいＡｕを用いた場合であっても、発光素子２から出射さ
れた光はワイヤＷには吸収されずに光反射樹脂６によって反射される。従って、出射光の
ロスを軽減することができ、発光装置１００の光の取り出し効率を向上させることができ
る。さらに、ワイヤＷと、正極３、負極４および中継配線部８との接続部分を光反射樹脂
６によって覆うことにより、当該ワイヤＷを塵芥、水分、外力等から保護することができ
る。なお、発光装置１００から取り出される光とは、光反射樹脂６に囲まれた封止樹脂７
の表面から取り出される光である。つまり発光装置１００でみて、封止樹脂７の表面が発
光面となる。
【００６６】
≪発光装置の製造方法≫
　次に、本発明の実施形態に係る発光装置の製造方法について、ここでは図１～３の形態
のものを例にとり、適宜、図面を参照しながら説明する。
【００６７】
　本発明に係る発光装置１００の製造方法は、ダイボンディング工程と、光反射枠形成工
程と、封止樹脂充填工程と、を含む。また、本製造方法の前提として、ダイボンディング
工程の前に、基材作製工程とを含む。さらにここでは、めっき工程、ワイヤボンディング
工程、保護素子接合工程を含む。
　以下、各工程について説明する。なお、発光装置１００の構成については前記説明した
とおりであるので、ここでは適宜、説明を省略する。
【００６８】
＜基材作製工程＞
　基材作製工程は、めっき用配線が形成された基材１を作製する工程である。基材作製工
程では、基材１上の実装領域１ａや、正極３および負極４となる部位を所定の形状にパタ
ーニングすることで形成する。また、基材作製工程では、電解めっきによって基材１上の
実装領域１ａに金属膜３０を形成するためのめっき用配線を形成する。
【００６９】
＜めっき工程＞
　めっき工程は、前記めっき配線が形成された基材１上に、少なくとも正極３および負極
４を構成する導電部材４０を形成する工程であり、好ましくは無電解めっきにより正極３
および負極４を構成する導電部材４０を形成するとともに、基材１上の実装領域１ａ上に
、電解めっきにより金属膜３０を形成する工程である。また、正極３および負極４を形成
するときと同様の工程で中継配線部８を構成する導電部材が形成される。
【００７０】
　めっきの具体的な方法としては、例えば、正極３、負極４および中継配線部８と実装領
域１ａ上の金属膜３０との両方にＡｕめっきを行う方法、正極３、負極４および中継配線
部８にＡｕめっきを行い、実装領域１ａ上にＡｇめっきを行う方法、等が挙げられる。な
お、金属膜３０を形成しない場合は、正極３、負極４および中継配線部８のみにＡｕめっ
きを行い、実装領域１ａ上の金属膜３０を形成しない方法が挙げられる。また、実装領域
１ａ上には、ＡｕめっきやＡｇめっきを行う場合はＡｕまたはＡｇの表面に、まためっき
を行わない場合は直接基材１表面に、さらにＴｉＯ２膜を形成することが好ましい。
【００７１】
＜ダイボンディング工程＞
　ダイボンディング工程は、基材１上に発光素子２を載置する工程である。ダイボンディ
ング工程は、発光素子載置工程と、加熱工程と、からなる。
【００７２】
［発光素子載置工程］
　発光素子載置工程は、基材１上（ここでは金属膜３０上）に、接合部材（図示省略）を
介して、発光素子２を載置する工程である。
　発光素子２は、接合部材により、基材１上の金属膜３０と接合する。なお、発光素子２
の裏面には、予め、フラックスを塗布しておいてもよい。ここで、接合部材は、金属膜３
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０と発光素子２との間に介在するように設ければよいため、金属膜３０のうち、発光素子
２を載置する領域に設けてもよく、発光素子２側に設けてもよい。あるいは、その両方に
設けてもよい。
【００７３】
　液状またはペースト状の接合部材を金属膜３０上に設ける場合、粘度等に応じてポッテ
ィング法、印刷法、転写法等の方法から適宜選択することができる。そして、接合部材を
設けた箇所に発光素子２を載置する。なお、固体状の接合部材を用いる場合も、固体状の
接合部材を載置した後、液状またはペースト状の接合部材を用いる場合と同じ要領で、金
属膜３０上に発光素子２を載置することができる。また、固体状やペースト状の接合部材
は、加熱等により一度溶融させることで、発光素子２を金属膜３０上の所望の位置に固定
させてもよい。
【００７４】
［加熱工程］
　加熱工程は、発光素子２を載置した後に、接合部材を加熱し、発光素子２を基材１上（
金属膜３０上）に接合する工程である。
　接合部材は絶縁性部材であってもよく、加熱工程における加熱は、接合部材の少なくと
も一部が揮発する温度よりも高い温度で行う。また、接合部材が熱硬化性樹脂を含有する
場合は、熱硬化性樹脂の硬化が起こる温度以上に加熱することが好ましい。このようにす
ることで、発光素子２を熱硬化性樹脂で接着固定することができる。さらに、接合部材と
して、例えばロジンを含有する樹脂組成物と、低融点の金属とを用いた場合において、金
属膜３０上に、この低融点の金属が載置されている場合、この低融点の金属が溶融する温
度以上に加熱することが好ましい。
【００７５】
　また、加熱工程において、前記加熱に続けて、さらに洗浄工程を行うことができる。
　例えば、接合部材に樹脂組成物を用いた場合、加熱により樹脂組成物の一部を揮発によ
って消失させた後に、残留した樹脂組成物を、さらに洗浄等によって除去してもよい（残
留接合部材洗浄工程）。特に、樹脂組成物がロジン含有の場合には、加熱後に洗浄するの
が好ましい。洗浄液としては、グリコールエーテル系有機溶剤等を用いるのが好ましい。
【００７６】
＜保護素子接合工程＞
　保護素子接合工程は、正極３の配線部３ｂ上に保護素子５を載置して接合する工程であ
る。
　保護素子５の接合は、発光素子２の接合と同時に行ってもよいが、発光素子２の接合よ
りも先、あるいは後に行ってもよい。保護素子５を載置、接合する方法は、前記ダイボン
ディング工程と同様であるので、ここでは説明を省略する。
【００７７】
＜ワイヤボンディング工程＞
　ワイヤボンディング工程は、ダイボンディング工程の後に、発光素子２と、この発光素
子２に電圧を印加する導電部材４０とをワイヤＷによって電気的に接続する工程である。
すなわち、導電部材４０の正極３と、発光素子２上部にある電極端子（パッド電極）とを
、ワイヤＷで電気的に接続する工程である。同じく、発光素子２上部にある電極端子（パ
ッド電極）と導電部材４０の負極４とを、ワイヤＷで電気的に接続する工程である。さら
にこの工程では、複数の発光素子２を、それぞれ電極端子（パッド電極）を介して接続す
る。また、保護素子５と負極４との電気的な接続もこの工程で行えばよい。すなわち、保
護素子５上部にある電極端子と負極４とをワイヤＷで接続する。ワイヤＷの接続方法は、
特に限定されるものではなく、通常用いられる方法で行えばよい。
【００７８】
＜光反射樹脂形成工程＞
　光反射樹脂形成工程は、発光素子２の周囲に光反射性の枠（光反射樹脂）６を設ける工
程である。ここでは、ワイヤボンディング工程の後に、実装領域１ａの周縁に沿って、導
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電部材４０の一部、すなわち、少なくとも正極３および負極４の配線部３ｂ，４ｂの一部
である、導電部材４０のワイヤＷとの接続部分を被覆するように光反射樹脂６を形成する
工程である。
　そしてこの工程では、光反射性の枠（光反射樹脂）６を、少なくともその内側の上部に
おいて凸状に湾曲し、その内側の下部において当該凸状の湾曲部分に連続して凹状に湾曲
して基材１に形成する。すなわち、光反射樹脂６が、少なくとも第１蛍光体領域１０ａよ
り上側において凸状に湾曲し、第１蛍光体領域１０ａと接する部分において凹状に湾曲す
るように形成する。
【００７９】
　このような形状にするには、樹脂の粘度や、基材１表面（ここでは金属膜３０表面）の
粗さにより毛細管現象を利用すること等で制御することができる。樹脂の粘度が大きい、
あるいは、金属膜３０表面の粗さが小さい場合には、図４（ａ）に示すように、光反射樹
脂６０の下部が基材１方向に向かうにつれて広がりにくいため、光反射樹脂６０の下部に
おいて凹状に湾曲せず、また第１蛍光体領域１０ａより上側において傾斜が急となり、凸
状の湾曲が少ない。一方、樹脂の粘度が小さい、あるいは、金属膜３０表面の粗さが大き
い場合には、図４（ｂ）に示すように、光反射樹脂６が、少なくとも第１蛍光体領域１０
ａより上側において傾斜が緩くなり、凸状に大きく湾曲し、当該凸状の湾曲部分に連続し
て、光反射樹脂６の下部が凹状に湾曲する。なお、樹脂の粘度や基材１（金属膜３０）の
粗さ等の本発明の形状とする条件は、樹脂の材料や、製造条件（温度、湿度等）により変
化するものであるため、厳密に規定されるものではなく、製造時において適宜調整すれば
よい。
【００８０】
　光反射樹脂６の形成は、例えば、固定された基材１の上側において、基材１に対して上
下方向あるいは水平方向等に移動（可動）させることができる樹脂吐出装置（図示省略）
を用いて行うことができる（特開２００９－１８２３０７号公報参照）。
　すなわち、樹脂が充填された樹脂吐出装置をその先端のノズルから液体樹脂を吐出しな
がら移動させることで、実装領域１ａの周縁の一部を覆うように光反射樹脂６を形成して
いく。樹脂吐出装置の移動速度は、用いる樹脂の粘度や温度等に応じて適宜調整すること
ができる。形成された複数の光反射樹脂６がそれぞれ略同じ幅となるようにするには、少
なくとも樹脂を吐出中は一定の速度で移動させるのが好ましい。移動中に樹脂の吐出を一
時中断する場合等は、その間の移動速度は変更することもできる。樹脂の吐出量について
も、一定とするのが好ましい。さらに、樹脂吐出装置の移動速度と樹脂の吐出量ともに、
一定とするのが好ましい。吐出量の調整は、吐出時にかかる圧力等を一定にする等により
調整することができる。
【００８１】
＜封止部材充填工程＞
　封止部材充填工程は、枠（光反射樹脂）６の内側に、蛍光体９を含有する封止樹脂を充
填する工程である。すなわち、発光素子２、金属膜３０およびワイヤＷ等を被覆する透光
性の封止樹脂７を、基材１上に形成された光反射樹脂６からなる枠（壁部）の内側に樹脂
を注入し、その後加熱や光照射等によって硬化することで形成する工程である。
【００８２】
　この工程では蛍光体９を沈降させ、蛍光体９が基材１（ここでは金属膜３０）上に堆積
し、凹状の湾曲部分にも堆積するするとともに、凸状の湾曲部分に付着する。つまり、基
材１上に蛍光体９を堆積させて、少なくとも発光素子２と光反射樹脂６との間に第１蛍光
体領域１０ａを形成し、凹状の湾曲部分が蛍光体９で堆積されるようにするとともに、光
反射樹脂６の内側の表面、すなわち凸状の湾曲部分に蛍光体９を付着させて第２蛍光体領
域１０ｂを形成する。またここでは、凸状の湾曲部分の蛍光体９（すなわち第２蛍光体領
域１０ｂ）を、発光素子２と枠（光反射樹脂）６との間の基材１上の蛍光体９（すなわち
第１蛍光体領域１０ａ）よりも薄く形成する。
【００８３】
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　具体的には、樹脂と蛍光体９とを混合し、光反射樹脂６からなる枠（壁部）の内側に注
入する。樹脂内の蛍光体９は、重力によって下方に沈降し、基材１（金属膜３０）表面お
よび凸状の湾曲部分に蛍光体９が蓄積した蛍光体領域１０ａ，１０ｂが形成される。この
とき、凸状の湾曲部分の曲率半径や、発光素子２と突出部６ａの先端との距離を、樹脂の
粘度や基材１（金属膜３０）の粗さ等により適度に調整することで、第１蛍光体領域１０
ａおよび第２蛍光体領域１０ｂにおける蛍光体９の量を調整する。そして、その後加熱や
光照射等によって硬化することで封止樹脂７が形成される。
【００８４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で変更することができる。
　すなわち、前記に示す発光装置の形態は、本発明の技術思想を具体化するための発光装
置を例示するものであって、本発明は、発光装置を前記の形態に限定するものではない。
また、特許請求の範囲に示される部材等を、実施の形態の部材に特定するものではない。
特に、実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、
特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説
明例にすぎない。
　例えば、他の実施形態として以下の構成としてもよい。
【００８５】
［他の実施形態］
　図５を参照して、他の実施形態に係る発光装置１０１について説明する。なお、前記し
た発光装置１００と同一構成のものについては同一の符号を付して、以下では主に相違点
についてのみ説明する。
　図５に示すように、発光装置１００では実装領域１ａが略矩形状であったのに対し、発
光装置１０１では実装領域１ａが円形を呈している。そして、この円形の実装領域１ａに
、複数の発光素子２が載置されている。そして、光反射樹脂６は、基材１上において発光
部２０が形成された実装領域１ａを囲うように円状に形成されている。また、光反射樹脂
６は、配線部３ｂ，４ｂの一部、保護素子５およびこれらに接続されるワイヤＷを覆うよ
うに形成されている。なお、符号ＡＭはパッド部３ａが正極３であることを示すアノード
マーク、符号７０は、発光素子２のボンディング位置を認識するための認識マーク、符号
８０は発光装置１０１の温度計測ポイントであり、これらもめっき等により形成される。
【００８６】
　次に、光反射樹脂６の形状に関し、光反射樹脂６の他の形成方法について図６、図７を
参照して説明する。
　光反射樹脂６の形状について、前記した発光装置１００の製造方法では、１種類の樹脂
の粘度を調整したり、基材１（金属膜３０）表面の粗さを調整したりすることで、前記し
たような凸部と凹部を有する光反射樹脂６を形成した。このように、１種類の樹脂で光反
射樹脂６を形成すれば、樹脂描画の工程が１回で済むため、１種類の樹脂で光反射樹脂６
を形成することが好ましい。しかしながら、以下の２つの方法のように、粘度の異なる２
種類の樹脂を使用することで、このような形状の光反射樹脂６を形成することもできる。
【００８７】
　第１の方法として、図６を参照して説明する。まず、光反射樹脂６を形成する位置に、
低粘度の樹脂１６ａを塗布する（図６（ａ））。次に、樹脂１６ａ上に高粘度の樹脂１６
ｂを塗布する（（図６（ｂ））。その後、樹脂１６ａ，１６ｂを硬化するが、これらは同
時に硬化することが好ましい。これによって、樹脂１６ａ，１６ｂが一体化された光反射
樹脂６となる（図６（ｃ））。このような方法によれば、樹脂ａは粘度が低く広がり易い
ため、大きな突出部６ａ（図４参照）を形成することができる。そして、この上に高粘度
の樹脂１６ｂを形成することで、封止樹脂７を堰き止めるダムとして必要な高さを容易に
得ることができる。なお、樹脂１６ａのみで同じ高さの光反射樹脂６を形成しようとする
と、図６（ａ）に示すように幅が非常に大きくなり、発光装置１００，１０１のサイズが
増大してしまう。また、樹脂１６ｂのみでは、粘度が高いため、樹脂が垂れにくいため基
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材１上に広がらず、突出部が形成されにくい。
【００８８】
　次に、第２の方法として、図７を参照して説明する。まず、光反射樹脂６を形成する位
置に、高粘度の樹脂１６ｂを塗布する（図７（ａ））。次に、樹脂１６ｂの表面に、低粘
度の樹脂１６ａを塗布する（図７（ｂ））。その後、樹脂１６ａ，１６ｂを硬化すること
で、樹脂１６ａ，１６ｂが一体化された光反射樹脂６となる。なお、ここでは樹脂１６ｂ
の両側、つまり枠の外側および内側に樹脂１６ａを塗布した場合について図示したが、樹
脂１６ｂの内側のみ樹脂１６ａを塗布し、内側にのみ、凸状の湾曲部分および凹状の湾曲
部分を有する形状としてもよい。
【００８９】
　その他、基材１として、ここでは基板を用いた場合について説明したが、基材１として
は樹脂パッケージ等でもよい。また、発光装置１００，１０１では、発光素子２は複数個
載置されているが、発光素子２の数は限定されるものではなく、１つ以上であればよい。
さらに、発光素子２として、ここではフェースアップ（ＦＵ）素子を用いた場合について
説明したが、フェースダウン（ＦＤ）素子や対向電極構造の素子であってもよい。なお、
発光素子や発光装置の形態によっては、導電部材４０、保護素子５、ワイヤＷ、金属膜３
０、中継配線部８等は備えない構成のものであってもよく、また、基材作製工程、めっき
工程、ワイヤボンディング工程、保護素子接合工程等を含まない製造方法であってもよい
。
【００９０】
　さらに、発光装置の製造方法においては、本発明を行うにあたり、前記各工程に悪影響
を与えない範囲において、前記各工程の間あるいは前後に、前記した工程以外の工程を含
めてもよい。例えば、基材を洗浄する基材洗浄工程や、ごみ等の不要物を除去する不要物
除去工程や、発光素子や保護素子の載置位置を調整する載置位置調整工程等、他の工程を
含めてもよい。
【符号の説明】
【００９１】
１　基材（基板）
１ａ　実装領域
２　発光素子
２ａ　ｐ電極
２ｂ　ｎ電極
３　正極
３ａ　パッド部
３ｂ　配線部
４　負極
４ａ　パッド部
４ｂ　配線部
５　保護素子
６　枠（光反射樹脂）
６ａ　突出部
７　封止樹脂
８　中継配線部
９　蛍光体
１０ａ　蛍光体領域（第１蛍光体領域）
１０ｂ　蛍光体領域（第２蛍光体領域）
１６ａ，１６ｂ　樹脂
２０　発光部
３０　金属膜
４０　導電部材
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６０　枠（光反射樹脂）
７０　認識マーク
８０　温度計測ポイント
１００，１０１　発光装置
ＡＭ　アノードマーク
ＣＭ　カソードマーク
Ｗ　ワイヤ

【図１】 【図２】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】
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【図３】
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